
国別行動計画（NAP）ガイダンスの骨子

NAP策定のコミットメント

ステークホルダーエンゲージ
メントの枠組み設置

取り組み計画の策定・公表

人権への負の影響の特定

国家／企業の実施状況の
ギャップの特定（現状把握）

ギャップへの対処（NAPでの具
体的取り組み内容）についての
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ協議→優先分野の特定

NAPドラフト起草→ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ協議

NAP最終化・施行
→モニタリング→評価→改定

 国内と国外の双方

 顕在的影響と潜在的影響

 関係ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの参画が必要

 関係法令・政策のギャップ

 企業のギャップ（ﾃﾞｭｰﾃﾞｨﾘｼﾞｪﾝｽ、

救済含む）

 関係ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの参画が必要

 すべての関係ｽﾃー ｸﾎﾙﾀ゙ ｰに開かれるべき

 「負の影響の深刻さ（規模・範囲・

回復困難性）」と「政府の影響力の

程度」により優先分野を選択

NAPの策定プロセス

NAPの定義と4つの不可欠な基準（essential criteria）

NAPの内容（substance）

１ 指導原則の実施のコミットメント

 負の影響から保護するものであること

 実効的な救済を行うこと

 企業の人権ﾃﾞｭｰﾃﾞｨﾘｼﾞｪﾝｽに期待すること

 政府トップ等の署名がなされるべき

２ NAPの背景と現実の状況（context）

 指導原則の簡潔な紹介・説明

 NAPと他の政府の政策戦略との関係性

 人権課題の分類整理での発見事項

３ 企業に対する期待の明記

 指導原則の企業の人権尊重責任への言及

 OECDガイドラインへの言及

 ILO宣言への言及

４ 政府の対応

 人権への負の影響への現在の対処状況の説明

 今後の取り組みへのコミットメントの説明

 測定可能・達成可能であることが必要

 以下を明確化する必要

①具体的な目標

②取り組む内容

③関係機関の責任の明確化

④取り組みのスケジュール

⑤取り組みとその影響を評価する指標

５ モニタリングと改定

 NAPの実施を監視する仕組みとプロセスの明確化

 改定時期の明確化

政府の対応の基本原則

NAPの中核的要素は、企業に関する人権への負
の影響への政府の対応を明確にすることである。

① 現実の／潜在するビジネスと人権の課題に対処

するものであること

② 指導原則に依拠しなければならないこと

③ 義務的／自発的、国際／国内の対処の組み合せ

の実効性を最大化すること（スマートミックス）

④ ジェンダー特有の影響に配慮すること

NAPガイダンスは、NAPの策定プロセスが
下記のようなものであるべきとしている。

（NAP初版までの概要）

① 国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）に基づいていなければならない。
② 国ごとの特有の課題に対応していなければならない。
③ 参画可能性と透明性のあるプロセス（inclusive and transparent processes）で策定され、

実施されなければならない。
④ 定期的に見直され、改定されなければならない。

定義：国連のビジネスと人権に関する指導原則に適合する形で、企業による人権への負の影響から
保護するために国家が策定する、常に進化する政策戦略
An evolving policy strategy developed by a State to protect against adverse human rights impacts 
by business enterprises in conformity with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

※ 「NAPは政府の他の戦略に組み入れることもできるが、いかなる場合でも、この不可欠な基準と
国内的／国際的な法的義務への適合を確保するべきである。」

NAPガイダンスは、NAPの内容が下記のようなものであるべき
としている。

プロセス①

プロセス③

プロセス④

プロセス⑤

プロセス⑥

プロセス⑦

プロセス⑧⑨

プロセス⑩～⑮

ステークホルダー

engagement

（作成：ビジネスと人権NAP市民社会プラットフォーム）


